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　こんにちは！結城市地域おこし協力隊の安藤です。 
　この秋は、市内の高校で動画制作の授業を担当しまし
た。「結城市北部市街地」をテーマに、スマホやタブレット
を片手に街を歩きながら、PR動画をつくる取り組みです。 
　お店の方に声をかけたり、光の入る角度を考えたりと、
真剣な表情で撮影に挑む姿がとても頼もしく感じました。 
　撮影の中で、生徒たちが「結城ってこういうところが好
き」と話してくれる瞬間があり、僕自身もまちの魅力をあ
らためて感じています。今回の経験が、若い世代が結城
とつながり続けるきっかけになれば嬉しいです！ 
　これからも、皆さんと一緒に結城の魅力を発見してい

　城南小学校では、「自分や友達のよ
さを認め合える子」の育成を目指し、
人権教育を推進しています。今年度か
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きたいと思います。僕もインスタグラムでまちの風景や人
との出会いを短い動画で発信していますので、よかった
ら覗いてみてください。 
　きっと、あなたの知っている結城と、少し違う表情が
見えるかもしれません。

ら、校内の通路「ぽかぽかどうろ」に「人権コーナー」
を設置し、子どもたちのよいところを紹介する取り組み
をはじめました。 例えば、掃除を頑張っていた姿や、
下級生に親切にしていた姿などを、「ぽかぽかメッセー
ジ」として児童と職員みんなで共有しています。この
活動をとおして、学校全体で互いのよさを認め合える
温かい雰囲気づくりに努めています。 
　今後も、子どもたちの思いやりのある行動や発言を
積極的に紹介し、人権教育を深めていきたいと考え
ています。

　結城中学校では、昨年度の文化祭において、
生徒会企画として「いじめゼロフォーラム」を開催
しました。心ない言葉によるトラブルや SNS上の
トラブルなど、身近な事例を取り上げ、「いじめを
回避するためにはどうすればよいか」を全校で考
え、意見を発表し合いました。まとめとして、生
徒会本部役員から、いじめ根絶の推進活動「ブ
ルーリボン運動」が提案されました。いじめ根絶
のシンボル（意思表示）であるブルーリボンを身に
つけることで、「いじめを許さない」という思いを
全校で共有すること
ができました。 今後
も結城中学校では、
生徒と共に人権意識
を高め合う活動に継
続して取り組んでま
いります。

駅から北部市街地に向かう途中で誰もが目にするお店

結城のコレ
地域おこし協力隊コラム
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「ぽかぽかメッセージ」から
広がる思いやりの心 「いじめゼロフォーラム」の取組

　第2層協議体は、おおむね毎月１回、市内９地区におい
て、その時々の地域課題や今気になっていることなど、自
由に情報交換できる会合を開催しています。この会合
によって多種多様な地域企画や地域活動が生まれてい
ます。
　さらに情報交換するだけにとどまらず、知識や理解を
深めるため、関係機関や専門職に協力をいただきなが
ら、協議体メンバーおよび地域の方向けに学習会なども
随時開催しています。このような『学びの時間』の中で、
正しい情報や新しい知識を得ることで、地域活動のアイ
デアの創出や『豊かな地域づくり』へとつなげています。
　これからも協議体活動の一環として、積極的に『学び
の時間』を設けていきたいと考えています。

～地域福祉を支える協議体～助け合う。支え合う。
『豊かな地域づくり』につながる『学びの時間』

『地域の歴史（結城廃寺跡等）』
講師：市生涯学習課

市介護福祉課 地域ケア推進係 TEL 34ｰ0324
市社会福祉協議会 TEL 33ｰ0225
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『在宅医療・在宅ケア』
講師：在宅ケア相談センター

『地域の孤立・引きこもり』
講師：茨城県ひきこもり相談センター

『地域防災／地域防犯』
講師：結城警察署

・山本道夫さん
・赤木信之さん
・青木静江さん
・幸田昌代さん
・冨田好行さん
・松浦英修さん
・横井宏昭さん

本市の
人権擁護委員
の皆さん

あなたの「人権」を守ります。人権擁護委員

市ホームページ

人権推進課
人権推進係
TEL 34-0371

【相談内容の例】

人権イメージキャラクター
「人KENあゆみちゃん」

　市では、定期的に「特設人権相談所」を
開設し、人権擁護委員がさまざまな相談に
対応しています。今後の開設予定などは、
市ホームページを確認ください。

　セクハラやパワハ
ラ、家庭内暴力、体
罰やいじめ、インター
ネットでの誹謗中傷、
差別など

問

　人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権相談を受け、解決のお手伝いや被害者の救済、
また人権に関心をもってもらえるように、啓発活動や市内各小中学校での人権教室を行っ
ています。
　人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された民間の方で構成されて
います。


